
  

○ 日本が将来にわたり，さらなる活力と競争力を創出していくためには，一人ひとりが持ってい
る能力を最大限に開花させるとともに，未来を担う子供たちが次なる時代を切り拓く資質・能
力を身につける環境を創り出していかなければならない。 

○ 特に，幼児期の教育は，生涯にわたる人格形成や，小学校以降の教育の基盤を培う大変
重要なものであるため，『安心して預けられる受け皿の確保』『乳幼児期の教育・保育の質の
向上』を図る必要がある。 

○ 更に，人的投資の中でも，就学前教育や初等教育などライフサイクルの早い時期における
教育投資ほど効果が大きいという研究がある。 

○ こうした中，本県では，乳幼児期から大学・社会人までを見据え，「生涯にわたって主体的
に学び続け，多様な人々と協働して新たな価値を創造することのできる人材」を育成すべき
人材として掲げ，一貫した取組を推進している。 

○ また，全ての子供たちが家庭の経済的事情にかかわらず，その能力と可能性を最大限高
めることができるよう，学びのセーフティネットの構築や，確かな学力等を身に付けるための
生活基盤づくりを地域社会で支える仕組みの整備などの推進により，貧困の世代間連鎖を
断ち切ることが必要である。 

○ こうした認識に立ち，国においては，地方と連携して，人づくりに係る施策を力強く推し進め
ていただきたい。 

広島県の「人づくり」 

２ 地方創生の推進 
 （1） 人づくり革命の推進 



 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 妊娠・出産から子育て期 

まで，一貫した見守り体制 

の構築 

 

 

 

これからの社会で活躍するために 
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安心して確かな学力等を身に付けら 
れる成育環境の整備 

 

●確かな学力等を身に付けるため 

 の生活基盤づくり 

２ 地方創生の推進 
 （１） 人づくり革命の推進 



 

１ ひろしま版ネウボラ(＝妊娠期から子育て期まで切れ目のないサポート体制)構築の推進 

 （１） 子育て世代包括支援センターの機能拡充 

  ○ センターの設置・運営に係る財政措置の更なる拡充を図るとともに，妊産婦や子育て家庭の利用促  

進を図るサービスの充実や周知広報を国レベルで実施すること。 

 〔手厚い人的配置に係る経費，住民の基本情報と妊娠期から子育て期までの情報を一元管理できるネットワークシステムの整備

や運営に係る経費 等〕 

 （２）人材の確保及び資質向上 

  ○ 妊婦や子育て家庭に寄り添い，信頼関係を構築し，必要に応じて適切な支援につなげるための人材

を継続的に確保するため，専門職以外も対象とした国レベルの育成カリキュラムを作成すること。 

  ○ 個々人の経験等により支援に差が出ないよう，支援技術の標準化を図るための施策を実施すること。 

 

２ 幼児教育・初等中等教育に係る質的向上と量的拡大 

 （１） 保育士・幼稚園教員の確保 

  ○ 無償化によるニーズの増加に対応するため，保育士及び幼稚園教員を安定的に確保できるよう，平均給与が全

産業平均レベルになるよう更なる処遇改善を実施すること。 

  ○ 幼児教育の質を向上させるため国の責任で，私学助成の対象となる幼稚園に対しても，保育所等に

おける処遇改善と整合を図るスキームを構築すること。 

 

 

 

 

国への提案事項 

２ 地方創生の推進 
 （１） 人づくり革命の推進 



 

 （２） 自然保育に対する国制度の創設及び財政支援 

  ○ 自然を活用した幼児教育・保育における新たな認可制度（又は登録制度等）の創設を検討すること。 

  ○ 地方自治体が独自の基準により認定・認証することにより，幼児教育・保育の質が一定水準以上に

確保された自然保育を行う施設について，幼児教育・保育の無償化と同等の財政措置を講じること。 

 （３） 児童・生徒と向き合う時間の確保 

  ○ 児童生徒が必要な学力を身に付けるためには，充実した指導を行える時間を確保することが必要である

ことから，教職員定数の拡充や教職員をサポートする職員の配置等を充実すること。 

 （４） 学校におけるＩＣＴ環境整備への支援 

  ○ ＩＣＴ環境整備を着実に推進するための地方交付税措置の拡充や新たな交付金を創設すること。 

 
３ 学びのセーフティネットの構築  

 ○ 家庭の経済状況や児童生徒の学力等に応じた適切な支援を切れ目なく行うため，小学校低学年からの学習

のつまずきを把握するための学力調査など，学校における学習環境の整備や，家庭の教育環境の改善，地域

の教育環境等の整備に対する支援の拡充も併せて検討すること。 

 
４ 教育の無償化に係る財政措置 
 ○ 令和２年度以降の教育の無償化に係る地方負担については，一般財源総額の同水準ルールの外枠で必要

な財源を確実に確保するとともに，各地方公共団体の地方交付税に明確に算入されていることが分かるような

措置を講じること。 

                       【提案先省庁：内閣府，総務省，文部科学省，厚生労働省】 
 
 

                         

 

                                                  
 
 

 

 

 

国への提案事項 

２ 地方創生の推進 
 （１） 人づくり革命の推進 



２ 地方創生の推進 

 （１） 人づくり革命の推進 

 
○ 働く女性の増加により保育ニーズが急増し，深刻な保育士不足が生じている。（有効求人倍率は大阪，東京に次いで全国第３位） 
○ 保育士の給与は改善されているが，依然として全産業平均よりも低額となっている。 

   ＜保育士の不足状況（広島県・推計）＞             ＜平均年収の状況（広島県）＞ 

  

● 無償化の影響により，１・２歳児を中心   
  に保育施設への入所の増加が見込ま  
   れ，保育士がさらに必要となる。 

● 給与が低額なことにより，保育士への 
   就業が進んでいない。 

● 県単独で様々な施策に取り組んでい  
   るが必要保育士数を確保するのは難し 
   い。 

課 題 

保育士の確保 

自然保育（森のようちえん） 

森のようちえんとは… 

森，里山など野外フィールドでの自然体験活動を基軸とした子育て・保育，乳児・幼少期教育の総称 

自然保育は，子どもの好奇心や想像力，自己肯
定感，主体性，レジリエンス（精神的回復力）等を
育む幼児教育として評価を高めている。 

広島県においても，平成29年度に「ひろしま自然
保育認証制度」を創設 

認証団体：３３団体（R元.9.19現在） 

 

● 多くの「森のようちえん」は幼児教育・
保育の無償化の対象外となっており，今
のままでは， 

 ・ 利用者の減少による，経営存続危機 
 ・ 地方の大自然を活用し，子供達の豊
かな人間性の育成，心身の調和のとれ
た発達の基礎を培う取組の大幅な減少 

 等が懸念される。 

課 題 
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２ 地方創生の推進 
 （１） 人づくり革命の推進 

課 題 

広島県の取組 

○ 本県では，すべての子育て家庭を対象に，「子育ての安心感
の醸成」「課題やリスクの確実な把握と早期支援」を目指し，妊
娠・出産から子育て期まで，母子保健と子育て支援が一体と
なったワンストップによる切れ目のないサポート体制である「ひろ
しま版ネウボラ」の構築を推進している。 

○ 「ひろしま版ネウボラ」の特徴 
 ・ 身近な地域への拠点整備（日常生活圏域毎） 
 ・ 職員の手厚い配置 
   （拠点毎に母子保健と子育て支援の専門職のセット配置） 
 ・ 定期面談による全数把握 
   （妊娠期～0歳期に重点的に実施。3歳までに7回程度。） 
 ・ 専門職による丁寧な面談実施 
 ・ 子育て家庭が必ず来所する医療機関等，地域の関係機関と
の連携体制の構築 

 ・ 自発的な来所の促進 

○ 県内6市町においてモデル的に実施し，効果や課題を整理し
た上で，全県展開を目指す。 

○ また，「ひろしま版ネウボラ」の構築に必要とされる人材の確保，
育成のための体系的なカリキュラム作成や研修等を実施する。 

 
  

● 「ひろしま版ネウボラ」の拠点を，子育て家庭が必ず来所（
頻繁に来所）する場にするための効果的かつ実効性のある
取組が不十分である。 

● すべての子育て家庭において，リスクを早期にもれなく発見
するために，把握した情報を継続的に蓄積，管理し，関係機
関と共有するための統一的なシステムがない。 

● すべての子育て家庭と，頻繁に，丁寧な面談を実施し，必
要に応じて適切な支援に繋げる役割を担う専門職が不足し
ている。 

● 自治体ごとの体制や専門職の知識経験の違いにより，リス
ク発見や支援に差が生じている。 

～現状の成果等～ 
 
 ■ 定期面談による把握率上昇 
    （9割以上。新設時期7割，前年度より上昇。） 
 ■ 自発的な来所，相談件数が増加 
    （前年度の３～４割増） 
 ■ 産後うつや経済的課題等のリスクを抱える家庭の把握件数  
   が増加（前年度の１．１～１．５倍） 
 ■ 土日開所により父親の来所数増加 等 
 
 ■ 県庁内のＥＢＰＭ所管課と連携し，利用者の面談実績や記

名式アンケート結果をパネルデータ化。データの蓄積に伴い，
今後縦断的な分析を実施予定。 

  



２ 地方創生の推進 
 （１） 人づくり革命の推進 

○ 幼稚園教員の処遇改善 

≪現状≫ 

☛平成27年度から子ども・子育て支援新制度が開始され，新制度に移行した幼稚園等の処遇改善は，施設型
給付（国・県・市町の義務的経費）として全国一律のスキームで実施され，全額公費で措置されている。 

☛一方，新制度に移行していない幼稚園（約５割）の教員に係る処遇改善は，国が平成２９年度から補助事業
を開始したが，各県が自由に制度設計し，スキーム（補助率，上限，事業者負担）がバラバラになっている。 

☛本県においても，平成30年度から，国の支援制度を活用し，幼稚園教員の処遇改善に取り組んでいる。 

≪課題≫ 

☛私学助成の処遇改善事業についても，国の責任で，保育士等と整合を図るスキームを構築する必要がある。 

☛また，事業の実施は，国の予算の範囲内で実施され，財源が不足する可能性がある。 

＜施設型給付との比較＞ 

区分 施設型給付 私学助成の幼稚園 

制度 法定の給付 補助 

財政措置等 全額公費負担（国1/2，都道府県1/4，市町村1/4） ・国は都道府県補助額の１／２以内を補助 

補助要件等 

①＋② 

①処遇改善加算Ⅰ 

 全教職員に6％を一律に支給（月額18千円程度） 
②処遇改善加算Ⅱ 

技 能 ， 経 験 等 に 応 じ た 追 加 加 算 （ 最 大 月 額 約 4 0 

千円） 

次の要件以外は各都道府県で自由に制度設計 

 ※対象は専任の教員のみ 

① 各 都 道 府 県 が 定 め る 「 ベ ー ス ア ッ プ の 基 準 」 を 超 

える給与改善の実施 

② 給 与 改 善 が 一 時 的 な も の で は な く 後 年 度 に わ た 

り効果が及ぶこと 



 

○ 文部科学省では，新学習指導要領の実施を見据え，

「2018年度以降の学校におけるＩＣＴ環境の整備方針」を

取りまとめるとともに，当該整備方針を踏まえ「教育のＩＣＴ

化に向けた環境整備５か年計画（2018～2022年度）」を

策定している。 

 

○ この計画では， 

  ・ 教育用コンピュータを３クラスに１クラス分程度整備 

  ・ 超高速インターネット及び無線LANを100％整備 

  などの目標が掲げられている。 

 

○ このために必要な経費について，2018～2022年度ま

で，単年度1,805億円の財政措置を講ずることとされてい

るものの，ほぼ全ての都道府県が上記目標を達成できて

いない。 

 ・教育用ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ１台当たりの児童生徒数 全国平均 5.4人／台 

 ・普通教室の無線LAN整備率        全国平均 40.7％ 

 （学校における教育の情報化の実態等に関する調査（平成3１年３月現在）【速

報値】） 

 
● 本県では，これまで耐震化対策を重点的に進めてき

たこともあり，全国と比較して，ICT環境整備は大きく遅

れている状況にある。 

 ・ 教育用コンピュータ１台当たりの児童生徒数 

      ６．５人／台（全国４２位）  

  ・  普通教室の無線LAN整備率 

    １９．３％（全国４４位） 

● 新学習指導要領の実施に向け，環境整備を着実に

進めるためには，ICT活用の教育効果を客観的に示す

とともに，財政措置の必要がある。 

 

現状／課題 

現状／国の対応状況 

２ 地方創生の推進 
 （１） 人づくり革命の推進 

○ 学校におけるＩＣＴ環境整備への支援  

 
○GIGAスクールネットワーク構想 
  375億円（新規） 

 ・ 学校内すべての教室まで高速かつ大容量な通信

ネットワークを整備。 

 ・ 令和４年度までに全校整備（３年計画） 

 ・ 国公私立の全学校を対象に１／２補助 
 

国の概算要求の主な内容 


